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市勢の推移
年月日 記事

令和 2年
4月 1日 子ども家庭総合支援拠点の設置（こども福祉課内）

地域主導型公共交通事業による島内川東乗合タクシーが運行開始
5月 22 日 特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存活用計画が国から認定
6月 26 日 PayPay 株式会社とキャッシュレス推進に関する包括連携協定を締結
8月 15 日 第 25 回松本市平和祈念式典の開催
9月 1日 松本駅北・松本駅アルプス口自転車駐車場リニューアルオープン
9月 19 日 まつもと街なかジャズフェスティバルの開催
10 月 3 日 高校生書道パフォーマンス披露会の開催
10 月 14 日 松本市の中核市への移行が正式決定。中核市の指定に関する政令について、令和 2年 10

月 9 日の閣議決定を経て、10 月 14 日に公布
10 月 23 日 第 10 回世界健康首都会議の開催
12 月 18 日 松本市は気候非常事態を宣言し、2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロ（ゼロカーボ

ンシティ）を目指すことを表明
令和 3年
2月 21 日 未来へつなぐ　私たちのまちづくりの集いの開催

　～第 36 回公民館研究集会　令和 2年度地域づくり市民活動研究集会～
3月 26 日 波田中央保育園・波田児童センター放課後児童クラブ室改築工事竣工
3月 29 日 島内保育園増築・改築工事竣工
3月 30 日 中核市移行に伴う事務引継式

新型コロナウイルス感染症に係る松本市の対応
年月日 記事

令和 2年
3月 2日～ 3月 18 日 国の要請を受け、市内小中学校の一斉臨時休業
3月 9日～
令和 3年 3月 31 日 松本市新型コロナウイルス対策特別資金を支給

4月 3日 新型コロナウイルス感染症拡大に対応した学校運営ガイドライン公開（以降随時改訂）
4月 9日～ 5月 1日 市内全公立小中学校の臨時休業
5月 7日～ 5月 29 日 市内全公立小中学校の臨時休業の延長、5月 22 日から段階的に授業再開
5月 7日 新型コロナウイルス感染症外来・検査センターの設置
5月 18 日 新型コロナウイルス対応として地域公共交通運行経費の支援を開始
5月 20 日～
令和 3年 2月 26 日 松本市新型コロナウイルス対策特別給付金を支給

6月 30 日～ 松本市創業支援事業を新規開業家賃補助事業における 1年目補助率を引き上げて実施
8月 1日 新型コロナウイルス感染症対策として街場のえんがわ作戦を開始
8月 1日～ 12 月 31 日 プレミアム商品券の販売
8月 1日～
令和 3年 3月 31 日 松本市子育て世帯臨時特別給付金及び松本市就学世帯臨時特別給付金を支給

9月 4日～ 松本市新型コロナウイルス対策持続化支援補助金として、国の小規模事業者持続化補助
金を活用して販路開拓等に取り組む小規模事業者等に対し、市による上乗せ補助を実施

9月 17 日～ 10 月 31 日 キャッシュレス決済ポイント還元第１弾の実施
令和 3年
1月 6日～ 3月 31 日 福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用を助成
1月 8日～ 3月 26 日 新型コロナウイルス感染症対応の医療従事者・介護従事者へ慰労金を支給
1月 15 日 新型コロナウイルス感染症患者の増加により、受入病床数を 37 床に増床
2月 1日～ 2月 23 日 キャッシュレス決済ポイント還元第２弾の実施
2月 1日～ 3月 31 日 飲食店合同デリバリー・テイクアウト促進事業補助金を支給

2月 8日～ 3月 19 日 緊急感染拡大防止特別支援金として、市独自で市街化区域外の飲食店等が自主的に休業・
営業時間の短縮を行った場合に支援金を支給

� ※主要なものを記載しています。
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市政の目標と重点施策

１　将来の都市像
　　「健康寿命延伸都市・松本」

　�　超少子高齢型人口減少社会がさらに進展する将来を見据え、量から質へと発想を転換し、市民一人ひとり
の「命」と「暮らし」を大切に考え、誰もがいきいきと暮らせるまちを築くため、「健康寿命延伸都市・松本」
を将来の都市像として掲げ、健康を核として、経済、産業、観光、教育、環境、都市基盤など様々な分野が
連携し、「心と体」の健康づくりと「暮らし」の環境づくりを一体的に進めます。

２　まちづくりの基本目標【６つの健康】
　⑴　だれもが健康でいきいきと暮らすまち� ………………【人の健康】
　　�　だれもが心も体も健康で、住み慣れた地域で心豊かに暮らすことができるよう、安らぎと潤いのあるま
ちづくりを進めます。

　⑵　一人ひとりが輝き大切にされるまち�� …………………【生活の健康】
　　�　一人ひとりが人として尊重され、質の高い暮らしを続けることができるよう、自助、共助、公助が調和
するまちづくりを進めます。

　⑶　安全・安心で支えあいの心がつなぐまち� ……………【地域の健康】
　　�　暮らしを支える社会基盤の充実と、防災対策と防犯への取組みにより、快適でゆとりのある日々を実感
できるよう、地域ぐるみで助けあうまちづくりを進めます。

　⑷　人にやさしい環境を保全し自然と共生するまち�……【環境の健康】
　　�　松本の豊かな自然環境を守り、快適な生活環境を整え、持続可能な循環型の社会が構築できるよう、市民、
事業者などと行政が連携するまちづくりを進めます。

　⑸　魅力と活力にあふれにぎわいを生むまち� ……………【経済の健康】
　　�　松本の資源と人材を生かして、産業基盤を強化し、地域のブランド力を高め、地域経済がさらに力強く
発展するよう、人が行きかうまちづくりを進めます。

　⑹　ともに学びあい人と文化を育むまち�……………………【教育・文化の健康】
　　�　薫り高い松本の文化を礎に、人と人とのつながりが深まり、自ら行動する未来の担い手が育つよう、豊
かな人間性を育むまちづくりを進めます。

３　松本市総合計画（第 10次基本計画）の概要
　　12ページのとおり

　　第 10次基本計画の５つの重点目標
　⑴　地域包括ケア体制の整備や地域づくりの人材育成など、心と体と地域を支える「健康ときずなづくり」
　⑵�　松本地域で医療機関等と協力した出産体制を維持し、子どもや子育てを包括的に支援する「次世代を育
むまちづくり」

　⑶�　松本ヘルスバレーの構築、新観光戦略の推進、伝統地場産業の育成、女性や若者が活躍できる社会づく
りによる「経済の好循環の創出」

　⑷�　次世代交通システムの具現化と地域公共交通の維持や、新エネルギー戦略による質の高い「暮らしと生
活の基盤づくり」

　⑸�　基幹博物館・市立病院の建設、市役所新庁舎建設計画の推進、中部縦貫道・国道 19号等の広域道路網の
建設促進、信州まつもと空港の機能強化など「将来世代のためのハード整備」
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４　「健康寿命延伸都市・松本」地方創生総合戦略の概要
　　13ページのとおり

　　松本版地方創生総合戦略の８つの重点施策
　⑴　健康・医療産業の創出・育成
　⑵　高次広範の観光戦略
　⑶　松本産品のブランド化
　⑷　新しい働き方・雇用の創出
　⑸　子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり
　⑹　コンパクトな都市と賑わいの創出
　⑺　再生可能エネルギーを活用した暮らしと経済の活性化
　⑻　成熟型社会の都市基盤づくり

�

�

�
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松本市総合計画（第 10次基本計画）の概要
【将来の都市像】健康寿命延伸都市・松本

松本市総合計画（基本構想 2020・第 10 次基本計画）
【計画期間：平成 28 年度（2016 年度）～ 令和２年度（2020 年度）】

まちづくりの基本目標 政策の方向（まちの姿） 基本施策（個別目標）
１　 だれもが健康でいきいき

と暮らすまち
　
　　【 『人』の健康】

1-1　健康を大切にするまち
　
　

1-1-1　健康づくりの推進
1-1-2　心の健康づくりの推進
1-1-3　ソーシャルキャピタルを生かした健康づくり

1-2　いつでも医療が受けられるまち
　

1-2-1　地域医療の充実
1-2-2　救急医療・周産期医療の充実

２　 一人ひとりが輝き大切に 
されるまち

　
　　【 『生活』の健康】

2-1　平和、人権を尊重するまち
　
　

2-1-1　平和意識の向上
2-1-2　人権尊重の推進
2-1-3　多文化共生の推進

2-2　安定した暮らしを続けられるまち
　
　

2-2-1　高齢者福祉の推進
2-2-2　障害者（児）福祉の充実
2-2-3　生活福祉の充実

2-3　子どもの育ちを応援するまち
　
　
　

2-3-1　子どもの権利の推進
2-3-2　出産・子育て環境の充実
2-3-3　保育環境の充実
2-3-4　青少年の健全育成

３　安全・安心で支えあいの
　　心がつなぐまち
　
　　【 『地域』の健康】

3-1　地域の支えあいを育むまち
　
　
　

3-1-1　地域づくりの推進
3-1-2　地域福祉活動の推進
3-1-3　地域防災活動の推進
3-1-4　地域防犯活動の推進

3-2　災害を最小限に抑えるまち
　

3-2-1　危機管理体制の強化
3-2-2　防災・減災対策の推進

3-3　住みやすさを感じるまち
　
　
　
　
　

3-3-1　調和した土地利用の推進
3-3-2　道路整備の推進
3-3-3　交通安全対策の充実
3-3-4　交通のまちづくりの推進
3-3-5　水道水の安定供給
3-3-6　下水道の適正な維持管理

４　人にやさしい環境を保全し
　　自然と共生するまち
　
　　【 『環境』の健康】

4-1　環境負荷軽減に取り組むまち
　
　

4-1-1　低炭素社会の推進
4-1-2　3R の推進
4-1-3　環境教育の充実

4-2　自然を守り、育むまち
　
　

4-2-1　森林環境整備の推進
4-2-2　花のあるまちづくり・まちなか緑化の推進
4-2-3　生物多様性保全の推進

4-3　快適な生活環境を育むまち
　
　

4-3-1　水・大気などの環境保全の推進
4-3-2　景観維持・保全の推進
4-3-3　公衆衛生環境の向上

５　魅力と活力にあふれ
　　にぎわいを生むまち
　
　　【 『経済』の健康】
　

5-1　地域資源と人材を生かすまち
　
　
　
　

5-1-1　創業・事業承継支援の推進
5-1-2　中心市街地の賑わいの創出
5-1-3　山岳観光の推進
5-1-4　労働、雇用対策の推進
5-1-5　健康経営の推進

5-2　産業の活力を生み、伸ばすまち
　
　

5-2-1　農林業の振興と美しい農山村の継承
5-2-2　商業の振興
5-2-3　ものづくり産業の振興

5-3　松本ブランドを発信するまち
　
　

5-3-1　農産物高付加価値化の推進
5-3-2　健康産業の創出
5-3-3　戦略的な観光施策の推進

６　ともに学びあい人と文化
　　を育むまち
　
　　【 『教育・健康』の健康】

6-1　子どもの可能性が広がるまち
　
　

6-1-1　学校教育の充実
6-1-2　学校環境の整備・充実
6-1-3　子どもを豊かに育む食育の推進

6-2　生涯学習が地域を豊かにするまち
　

6-2-1　生涯学習の推進
6-2-2　社会教育環境の整備

6-3　文化・スポーツで魅力あふれるまち
　

6-3-1　文化芸術活動の推進
6-3-2　スポーツの振興

6-4　歴史・文化遺産を守り、生かすまち
　

6-4-1　歴史・文化資産保護・活用の推進
6-4-2　城下町まつもとにふさわしいまちづくり

※ 分野別体系　【基本目標 6】 ⇒ 【政策の方向 18】 ⇒ 【基本施策 56】
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生きがいの仕組みづくり
⑴  「健康」を切り口に、雇用の創出や人・投資・情報の集積を目指します。
⑵  「松本ならでは」の資源と魅力を戦略的に発信して、地域経済の発展につなげます。
⑶  若い世代や子育て世代が、多様な生き方を選択できる社会を育みます。
⑷  超少子高齢型人口減少時代においても地域が生きる、成熟型社会の都市基盤づくりを進めます。
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議 会 主 要 議 決 事 件

　令和 2年松本市議会第 1回臨時会　　　令和 2年 4月 14 日（会期 1日間）
件　　　　名 概　　　　　　　　　　要

松本市国民健康保険条例の一部を改正
する条例

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金に
係る規定の追加

市有財産の取得について（松本都市計
画道路 3・2・12 号内環状北線整備事業
用地）

松本都市計画道路 3・2・12 号内環状北線整備事業用地として大手 3
丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　30.61㎡
　取得金額　　　245 万 7,983 円　
　相 手 方　　　松本斉産土地㈱

市有財産の取得について（松本城南・
西外堀復元事業用地）

松本城南・西外堀復元事業用地として大手 3丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　212.96㎡
　取得金額　　　1,710 万 688 円
　相 手 方　　　松本斉産土地㈱

副市長の選任について 副市長として、嵯峨宏一氏を選任することに同意

松本市市税条例の一部を改正する条例
について（専決報告）

地方税法の改正に伴う個人市民税に係る課税の特例の適用期限の延
長、たばこ税の課税免除の適用に係る規定の見直し等

松本市国民健康保険税条例の一部を改
正する条例について（専決報告）

地方税法施行令の改正等に伴う基礎課税額の上限額の引上げ、保険
税の減額に係る規定の見直し等

　令和 2年松本市議会第 2回臨時会　　　令和 2年 5月 19 日（会期 1日間）
件　　　　名 概　　　　　　　　　　要

工事請負契約の締結について（松本市
波田中央保育園・松本市波田放課後児
童クラブ改築主体工事）

波田中央保育園の改築等　
　請負金額　　　4億 1,595 万 4,000 円
　請 負 人　　　㈱アスピア

市有財産の取得について（圧雪車） 圧雪車を取得
　取得財産　　　圧雪車　　1台
　取得金額　　　3,517 万 8,000 円
　相 手 方　　　JFEプラントエンジ㈱営業本部

市有財産の取得について（一般乗合旅
客自動車運送事業用小型バス車両）

一般乗合旅客自動車運送事業用小型バス車両を取得
　取得財産　　　一般乗合旅客自動車運送事業用小型バス車両　1台
　取得金額　　　2,257 万 10 円
　相 手 方　　　長野日野自動車㈱松本支店

市有財産の取得について（西部学校給
食センター立体浸漬槽）

西部学校給食センター立体浸漬槽を取得
　取得財産　　　西部学校給食センター立体浸漬槽　　1台
　取得金額　　　2,178 万円
　相 手 方　　　㈱木下商事

市有財産の取得について（松本城南・
西外堀復元事業用地）

松本城南・西外堀復元事業用地として城西 2丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　101.15㎡
　取得金額　　　737 万 3,835 円
　相 手 方　　　松本斉産土地㈱　外 1人
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　令和 2年松本市議会 6月定例会　　　令和 2年 6月 8日から令和 2年 6月 25 日まで（会期 18 日間）
件　　　　名 概　　　　　　　　　　要

松本市駐車場配置適正化条例 都市再生特別措置法の規定に基づき、市街地の駐車場の適正な配置
を推進するため、駐車場配置適正化区域における駐車場の設置につ
いて必要な事項を定めるもの

松本市市税条例等の一部を改正する条
例

地方税法等の改正等に伴うひとり親に係る個人市民税の非課税措置
に関する規定の整備、登記簿上の所有者が死亡している場合におけ
る固定資産の現所有者の申告に係る規定の追加、軽量な葉巻たばこ
に係るたばこ税の課税方式の見直し等

松本市介護保険条例の一部を改正する
条例

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等に、
介護保険料を遡及して減免すること等に伴う減免申請書の提出期限
に係る特例措置の追加等

松本市国民健康保険税条例の一部を改
正する条例

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等に、
国民健康保険税を遡及して減免すること等に伴う減免申請書の提出
期限に係る特例措置の追加等

松本市後期高齢者医療に関する条例の
一部を改正する条例

長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正
に伴う新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病
手当金の申請書の受付に関する規定の追加

松本市家庭的保育事業等の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正等に伴う家庭
的保育事業者等が確保すべき連携施設に係る特例措置の追加等

松本市特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業の運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子
育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴う特定地域型保育事
業者が確保すべき連携施設に係る特例措置の追加

松本市白骨温泉公共野天風呂条例の一
部を改正する条例

指定管理者制度の導入に伴う管理方法の変更、利用料金制の導入

松本市地区計画の区域内における建築
物の制限に関する条例の一部を改正す
る条例

地区整備計画が新たに都市計画決定されたことに伴う岡田東地区地
区整備計画区域の追加

松本市消防団員等公務災害補償条例の
一部を改正する条例

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴う
補償基礎額に係る規定の見直し等

市有財産の取得について（ロータリー
除雪車）

ロータリー除雪車を取得
　取得財産　　　ロータリー除雪車　　1台
　取得金額　　　2,430 万 8,701 円
　相 手 方　　　㈱前田製作所松本営業所

市有財産の取得について（松本都市計
画道路 3・2・12 号内環状北線整備事業
用地）

松本都市計画道路 3・2・12 号内環状北線整備事業用地として大手 3
丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　14.54㎡
　取得金額　　　116 万 7,562 円
　相 手 方　　　松本斉産土地㈱

市有財産の取得について（松本城南・
西外堀復元事業用地）

松本城南・西外堀復元事業用地として大手 3丁目及び城西 2丁目地
籍の土地を取得
　取得面積　　　253.33㎡
　取得金額　　　1,951 万 312 円
　相 手 方　　　松本斉産土地㈱　外 2人

市道の認定について 公共性及び利用度の高い生活道路等で、市道認定基準に当てはまる
5路線を市道認定

市道の変更について 路線の再編成に伴う 1路線の市道変更
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　令和 2年松本市議会第 3回臨時会　　　令和 2年 7月 22 日（会期 1日間）
件　　　　名 概　　　　　　　　　　要

松本市自転車駐車場条例の一部を改正
する条例

松本駅アルプス口自転車駐車場の改修に伴う回数駐車券を使用でき
ない駐車場に係る改正等

市有財産の取得について（庁用バス車
両）

庁用バス車両を取得
　取得財産　　　庁用バス車両　　1台
　取得金額　　　3,115 万 4,500 円
　相 手 方　　　㈱田中自動車

　令和 2年松本市議会 9月定例会　　　令和 2年 9月 7日から令和 2年 9月 28 日まで（会期 22 日間）
件　　　　名 概　　　　　　　　　　要

松本市副市長定数条例の一部を改正す
る条例

副市長を複数制とすることに伴う所要の改正

松本市印鑑登録及び証明に関する条例
の一部を改正する条例

印鑑登録に係る事務の見直しに伴う所要の改正

松本市手数料条例の一部を改正する条
例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律等の改正に伴う通知カード再交付手数料の廃止

松本市市税条例の一部を改正する条例 地方税法等の改正に伴う固定資産税の課税標準の特例措置に係る規
定の追加、入場料金等の払戻しを請求しない場合における寄附金税
額控除の特例措置に係る規定の追加、軽自動車税に係る特例措置の
延長等

松本市四賀集会施設条例の一部を改正
する条例

井刈地区多目的集会所の廃止に伴う所要の改正

松本市地区計画の区域内における建築
物の制限に関する条例の一部を改正す
る条例

小宮地区地区整備計画の変更に伴う垣又はさくの構造の制限の見直
し

工事請負契約の締結について（松本市
エコトピア山田西側外周水路付替工事）

エコトピア山田西側外周水路の付替え
　請負金額　　　1億 7,705 万 6,000 円
　請 負 人　　　清水口建設㈱

工事請負契約の締結について（松本駅
北自転車駐車場自転車ラック整備工事）

松本駅北自転車駐車場の自転車ラックの整備
　請負金額　　　1億 8,150 万円
　請 負 人　　　松本土建㈱

松本市基幹博物館展示製作業務委託に
関する契約の締結について

基幹博物館の展示製作の委託
　委託金額　　　10 億 2,300 万円
　委 託 先　　　㈱乃村工藝社

市道の認定について 公共性及び利用度の高い生活道路で、市道認定基準に当てはまる 4
路線を市道認定

市道の変更について 路線の再編成に伴う 1路線の市道変更

字の廃止について 岡田東土地区画整理事業の施行に伴う換地処分をするための字の廃
止

副市長の選任について 副市長として、宮之本伸氏を選任することに同意

松本市名誉市民の決定について 松本市名誉市民として、新たに清元秀泰氏を決定することに同意
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　令和 2年松本市議会第 4回臨時会　　　令和 2年 11 月 2 日（会期 1日間）
件　　　　名 概　　　　　　　　　　要

市有財産の取得について（松本都市計
画道路 3・2・12 号内環状北線整備事業
用地）

松本都市計画道路 3・2・12 号内環状北線整備事業用地として大手 3
丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　138.55㎡
　取得金額　　　1,127 万 7,970 円
　相 手 方　　　荻原　民江

　令和 2年松本市議会 12 月定例会　　　�令和 2年 11 月 30 日から令和 2年 12 月 17 日まで（会期 18 日間）
件　　　　名 概　　　　　　　　　　要

松本市外部監査契約に基づく監査に関
する条例

中核市移行に伴う外部監査契約に基づく監査について必要な事項を
定めるもの

松本市保健所条例 中核市移行に伴う保健所の設置について必要な事項を定めるもの

松本市専属の薬剤師を配置すべき診療
所の基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、専属の薬剤師を
配置すべき診療所の基準について必要な事項を定めるもの

松本市興行場法施行条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、興行場法の施行
について必要な事項を定めるもの

松本市旅館業法施行条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、旅館業法の施行
について必要な事項を定めるもの

松本市公衆浴場の設置場所の配置及び
衛生等の措置の基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、公衆浴場の設置場
所の配置及び衛生等の措置の基準について必要な事項を定めるもの

松本市理容師法施行条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、理容師法の施行
について必要な事項を定めるもの

松本市美容師法施行条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、美容師法の施行
について必要な事項を定めるもの

松本市クリーニング業法施行条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、クリーニング業
法の施行について必要な事項を定めるもの

松本市食品衛生法施行条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、食品衛生法の施
行について必要な事項を定めるもの

松本市食肉衛生検査所条例 中核市移行に伴う食肉衛生検査所の設置について必要な事項を定め
るもの

松本市一般と畜場の構造設備の基準を
定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、一般と畜場の構
造設備の基準について必要な事項を定めるもの

松本市廃棄物の適正な処理の確保に関
する条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、廃棄物の適正な
処理に関する規制等について必要な事項を定めるもの

松本市民生委員の定数を定める条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、民生委員の定数
を定めるもの

松本市指定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営の基準等を定め
る条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等について必要な事
項を定めるもの

松本市障害福祉サービス事業の設備及
び運営の基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、障害福祉サービ
ス事業の設備及び運営の基準について必要な事項を定めるもの

松本市指定障害者支援施設等の人員、
設備及び運営の基準等を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、指定障害者支援
施設等の人員、設備及び運営の基準等について必要な事項を定める
もの

松本市障害者支援施設の設備及び運営
の基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、障害者支援施設
の設備及び運営の基準について必要な事項を定めるもの
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件　　　　名 概　　　　　　　　　　要
松本市地域活動支援センターの設備及
び運営の基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、地域活動支援セ
ンターの設備及び運営の基準について必要な事項を定めるもの

松本市福祉ホームの設備及び運営の基
準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、福祉ホームの設
備及び運営の基準について必要な事項を定めるもの

松本市保護施設の設備及び運営の基準
を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、保護施設の設備
及び運営の基準について必要な事項を定めるもの

松本市養護老人ホームの設備及び運営
に関する基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、養護老人ホーム
の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるもの

松本市特別養護老人ホームの設備及び
運営に関する基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、特別養護老人
ホームの設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるも
の

松本市介護医療院の人員、施設及び設
備並びに運営に関する基準を定める条
例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、介護医療院の人
員、施設及び設備並びに運営に関する基準について必要な事項を定
めるもの

松本市介護老人保健施設の人員、施設
及び設備並びに運営に関する基準を定
める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、介護老人保健施
設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について必要な事
項を定めるもの

松本市指定介護予防サービス等の事業
の人員、設備及び運営並びに指定介護
予防サービス等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準を
定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、指定介護予防
サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ
ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準につ
いて必要な事項を定めるもの

松本市指定介護老人福祉施設の人員、
設備及び運営に関する基準等を定める
条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、指定介護老人福
祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等について必要な事項を
定めるもの

松本市指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準を定め
る条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、指定居宅サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項
を定めるもの

松本市軽費老人ホームの設備及び運営
に関する基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、軽費老人ホーム
の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるもの

松本市指定通所支援の事業等の人員、
設備及び運営の基準等を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、指定通所支援の
事業等の人員、設備及び運営の基準等について必要な事項を定める
もの

松本市特定児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、特定児童福祉施
設の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるもの

松本市幼保連携型認定こども園の設備
及び運営に関する基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、幼保連携型認定
こども園の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める
もの

松本市幼保連携型認定こども園以外の
認定こども園の認定の要件を定める条
例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、幼保連携型認定
こども園以外の認定こども園の認定の要件について必要な事項を定
めるもの

松本市食品衛生法施行条例の一部を改
正する条例

食品衛生法の改正に伴う公衆衛生上講ずべき措置の基準に係る規定
の整理

松本市税外収入金の督促手数料及び延
滞金徴収条例の一部を改正する条例

地方税法の改正に準じた用語の整理

松本市国民健康保険税条例の一部を改
正する条例

所得税法の改正に伴う保険税の減額に係る規定の見直し

松本市後期高齢者医療に関する条例の
一部を改正する条例

地方税法の改正に準じた用語の整理
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件　　　　名 概　　　　　　　　　　要
松本市市道等の占用料徴収に関する条
例の一部を改正する条例

地方税法の改正に準じた用語の整理

松本市狭あい道路の拡幅整備に関する
条例の一部を改正する条例

市街化調整区域への適用範囲の拡大に伴う適用除外に関する規定の
整理等

松本市都市計画下水道事業受益者負担
に関する条例の一部を改正する条例

地方税法の改正に準じた用語の整理

市有財産の取得について（松本都市計
画道路 3・2・12 号内環状北線整備事業
用地）

松本都市計画道路 3・2・12 号内環状北線整備事業用地として大手 3
丁目及び城西 2丁目地籍の土地を取得
　取得面積　　　277.24㎡
　取得金額　　　2,256 万 1,781 円
　相 手 方　　　二木　信吉　外 1社及び 1人

市有財産の譲渡について（七嵐農業加
工施設）

七嵐農業加工施設を無償譲渡
　譲渡財産　　　木造平家建　　延　72.24㎡
　相 手 方　　　七嵐町会

市有財産の譲渡について（氷室集落セ
ンター用地）

氷室集落センター用地を無償譲渡
　譲渡面積　　　1,000.72㎡
　相 手 方　　　氷室第一町会
　　　　　　　　氷室第二町会

市有財産の譲渡について（旧梓川村消
防団第 12 分団詰所）

旧梓川村消防団第 12 分団詰所を無償譲渡
　譲渡財産
　　⑴　建物　　木造 2階建　　延　53.65㎡
　　⑵　土地　　75.65㎡
　相 手 方　　　氷室第一町会
　　　　　　　　氷室第二町会

市有財産の譲渡について（井刈地区多
目的集会所）

井刈地区多目的集会所を無償譲渡
　譲渡財産　　　木造平家建　　延　165.60㎡
　相 手 方　　　井刈町会

市道の認定について 公共性及び利用度の高い生活道路で、市道認定基準に当てはまる 3
路線を市道認定

新市建設計画の変更について 合併市町村に係る地方債の特例を有効に活用し、将来の健全な財政
運営に資するため、新市建設計画の計画の期間等を変更

公の施設の指定管理者の指定について
（市民プール　外 2施設）

公の施設の指定管理者にスポーツプラザ報徳グループを指定

公の施設の指定管理者の指定について
（野球場）

公の施設の指定管理者に信州グリーン・シミズオクトグループを指
定

公の施設の指定管理者の指定について
（総合社会福祉センター）

公の施設の指定管理者に（福）松本市社会福祉協議会を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（心身障害児通園施設「しいのみ学園」）

公の施設の指定管理者に（福）松本市社会福祉協議会を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（美鈴湖もりの国）

公の施設の指定管理者に㈱柳沢林業を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（大原クラインガルテン　外 2施設）

公の施設の指定管理者にながわ楽農倶楽部管理組合を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（波田農産物加工販売施設）

公の施設の指定管理者に波田みはらし味の会を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（波田特産品直売所）

公の施設の指定管理者に松本市波田商工会を指定

公の施設の指定管理者の指定について
（いがやレクリエーションランド）

公の施設の指定管理者に共同体乗鞍時間を指定
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件　　　　名 概　　　　　　　　　　要
公の施設の指定管理者の指定について
（白骨温泉公共野天風呂）

公の施設の指定管理者に白骨温泉公共野天風呂湯守の会を指定

松本市特別職の職員の給与及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例

国家公務員の給与改定に準じた期末手当の支給率の改定

松本市職員の給与に関する条例及び松
本市一般職の任期付職員の採用等に関
する条例の一部を改正する条例

国家公務員の給与改定に準じた一般職の期末手当の支給率の改定等

篠ノ井線村井駅東西自由通路新設及び
半橋上駅舎整備工事の施行に関する協
定の締結について

篠ノ井線村井駅東西自由通路新設等工事の委託
　協定金額　　　12 億 932 万 3,000 円
　相 手 方　　　東日本旅客鉄道㈱

教育委員会委員の任命について 教育委員会委員として、佐藤佳子氏を任命することに同意

監査委員の選任について 監査委員として、上杉陽一氏を選任することに同意

固定資産評価審査委員会委員の選任に
ついて

固定資産評価審査委員会委員として、神戸美佳氏、北平富美雄氏を
選任することに同意

　令和 3年松本市議会 2月定例会　　　　　　令和 3年 2月 24 日から令和 3年 3月 19 日まで（会期 24 日間）
件　　　　名 概　　　　　　　　　　要

松本市基本構想の全部改正について 社会経済情勢の変化に伴い、市民と行政が共に取り組むまちづくり
の方針を策定するため、松本市基本構想（平成 22 年 12 月 15 日議決）
の全部を改正

松本市保健所運営協議会条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、保健所運営協議
会の設置について必要な事項を定めるもの

松本市感染症診査協議会条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、感染症診査協議
会の設置について必要な事項を定めるもの

松本市浄化槽保守点検業者の登録に関
する条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、浄化槽保守点検
業者の登録制度について必要な事項を定めるもの

松本市動物愛護管理員設置条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、動物愛護管理員
の設置について必要な事項を定めるもの

松本市無料低額宿泊所の設備及び運営
に関する基準を定める条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、無料低額宿泊所
の設備及び運営の基準について必要な事項を定めるもの

松本市社会福祉審議会条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、社会福祉審議会
の設置について必要な事項を定めるもの

松本市新型コロナウイルス金融対策基
金条例

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等の資金
調達の円滑化を図る事業に要する財源に充てるため基金を設置

松本市中原淑子育英基金条例 教員を志す人材の育成を目的とした事業に要する財源に充てるため
基金を設置

松本市組織条例 組織の見直しに伴う松本市組織条例の全部改正

松本市廃棄物の処理及び清掃に関する
条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲等に伴う松本市廃棄物の
処理及び清掃に関する条例の全部改正

松本市廃棄物の処理施設の設置及び管
理に関する条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴い、廃棄物処理施設
の設置及び管理について必要な事項を定めるもの

松本市屋外広告物条例 中核市移行による県からの事務権限の移譲等に伴う松本市屋外広告
物条例の全部改正

松本市職員定数条例の一部を改正する
条例

行政改革による要員の見直しに伴う所要の改正
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件　　　　名 概　　　　　　　　　　要
松本市教育に関する事務の職務権限の
特例に関する条例の一部を改正する条
例

組織の見直しに伴い、教育委員会の職務権限のうち、市長が管理及
び執行する事務に美術館の設置、管理等に関することを追加

松本市手数料条例の一部を改正する条
例

中核市移行による県からの事務権限の移譲等に伴い、所要の改正を
するもの

松本市特別会計設置条例の一部を改正
する条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴う母子父子寡婦福祉
資金貸付事業費の追加

松本市心身障害者福祉手当条例の一部
を改正する条例

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正等に伴う受給資格
に係る定義の見直し

松本市指定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営の基準等を定め
る条例の一部を改正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する
基準の改正に伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時
におけるサービスの提供を継続するための業務継続計画の策定に係
る規定の追加等

松本市障害福祉サービス事業の設備及
び運営の基準を定める条例の一部を改
正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴
う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時におけるサービ
スの提供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定の追加等

松本市指定障害者支援施設等の人員、
設備及び運営の基準等を定める条例の
一部を改正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準の改
正に伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時における
サービスの提供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定の
追加等

松本市障害者支援施設の設備及び運営
の基準を定める条例の一部を改正する
条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴う感染
症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時におけるサービスの提
供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定の追加等

松本市地域活動支援センターの設備及
び運営の基準を定める条例の一部を改
正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準の改正に伴
う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時におけるサービ
スの提供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定の追加等

松本市福祉ホームの設備及び運営の基
準を定める条例の一部を改正する条例

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴う感染症対
策に係る規定の整備、感染症等の発生時におけるサービスの提供を
継続するための業務継続計画の策定に係る規定の追加等

松本市敬老祝金条例の一部を改正する
条例

支給対象者等の見直しに伴う受給資格及び支給額の見直し

松本市介護保険条例の一部を改正する
条例

介護保険法施行令等の改正及び介護保険事業計画の見直しに伴う保
険料率の区分判定に用いる合計所得金額に係る定義の見直し、保険
料率の区分判定に用いる合計所得金額の見直し等

松本市指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
の改正等に伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時に
おけるサービスの提供を継続するための業務継続計画の策定に係る
規定の追加等

松本市指定地域密着型介護予防サービ
スの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係
る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び
に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準の改正等に伴う感染症対策に係る規定の
整備、感染症等の発生時におけるサービスの提供を継続するための
業務継続計画の策定に係る規定の追加等
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件　　　　名 概　　　　　　　　　　要
松本市指定地域密着型サービス事業者
及び指定地域密着型介護予防サービス
事業者の指定に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲等に伴う指定居宅サービ
ス事業の申請者の資格に係る規定の追加、指定介護予防サービス事
業の申請者の資格に係る規定の追加等

松本市指定介護予防支援等の事業の人
員及び運営並びに指定介護予防支援等
に係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準等を定める条例の
一部を改正する条例

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正
に伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時における
サービスの提供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定の
追加等

松本市指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準等を定める条
例の一部を改正する条例

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴
う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時におけるサービ
スの提供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定の追加等

松本市養護老人ホームの設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴う感染症対
策に係る規定の整備、感染症等の発生時におけるサービスの提供を
継続するための業務継続計画の策定に係る規定の追加等

松本市特別養護老人ホームの設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の改正等に伴う感
染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時におけるサービスの
提供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定の追加等

松本市介護医療院の人員、施設及び設
備並びに運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の改正に
伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時におけるサー
ビスの提供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定の追加
等

松本市介護老人保健施設の人員、施設
及び設備並びに運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の
改正に伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時におけ
るサービスの提供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定
の追加等

松本市指定介護予防サービス等の事業
の人員、設備及び運営並びに指定介護
予防サービス等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介
護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準の改正に伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発
生時におけるサービスの提供を継続するための業務継続計画の策定
に係る規定の追加等

松本市指定介護老人福祉施設の人員、
設備及び運営に関する基準等を定める
条例の一部を改正する条例

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の改正等
に伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時における
サービスの提供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定の
追加等

松本市指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の改
正に伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の発生時における
サービスの提供を継続するための業務継続計画の策定に係る規定の
追加等

松本市軽費老人ホームの設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の改正に伴う感染症対
策に係る規定の整備、感染症等の発生時におけるサービスの提供を
継続するための業務継続計画の策定に係る規定の追加等

松本市国民健康保険条例の一部を改正
する条例

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施
行に伴う用語の整理

松本市予防接種健康被害調査委員会条
例の一部を改正する条例

中核市移行に伴う委員の対象となる者の変更

松本市保健センター条例の一部を改正
する条例

四賀保健センターの廃止に伴う所要の改正

松本市児童遊園条例の一部を改正する
条例

下三溝児童遊園の廃止に伴う所要の改正
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件　　　　名 概　　　　　　　　　　要
松本市指定通所支援の事業等の人員、
設備及び運営の基準等を定める条例の
一部を改正する条例

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準の改正に伴う感染症対策に係る規定の整備、感染症等の
発生時におけるサービスの提供を継続するための業務継続計画の策
定に係る規定の追加等

松本市四賀集会施設条例の一部を改正
する条例

赤怒田多目的集会施設及び取出地区多目的集会所の廃止に伴う所要
の改正

松本市農村公園条例の一部を改正する
条例

上大妻農村公園の廃止等に伴う所要の改正

松本市地区計画の区域内における建築
物の制限に関する条例の一部を改正す
る条例

倭工業団地地区地区整備計画の変更に伴う対象区域の変更

松本市市道の構造の技術的基準を定め
る条例の一部を改正する条例

道路法等の改正に伴う歩行者利便増進道路に係る規定の追加

松本市特別職の職員の給与及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例

中核市移行による県からの事務権限の移譲に伴う小児慢性特定疾病
審査会委員の新設等

松本市職員の給与に関する条例の一部
を改正する条例

中核市移行による保健所の設置に伴う医療職給料表の整備、医療職
給料表級別標準職務表の整備、松本市職員の旅費等に関する条例の
改正等

松本市職員の特殊勤務手当に関する条
例の一部を改正する条例

特殊勤務手当の見直しに伴う感染症防疫等作業手当の追加、精神保
健業務手当の追加、公害等検査手当の追加等

松本市職員の定年等に関する条例の一
部を改正する条例

中核市移行による保健所の設置に伴う医師の定年に係る規定の整備

松本市少子化対策基金条例を廃止する
条例

基金の廃止に伴う条例の廃止

包括外部監査契約の締結について 包括外部監査を委託するもの
　契約金額　　　1,195 万 1,500 円を限度とする額
　相 手 方　　　岩渕　道男（公認会計士）

工事請負契約の締結について（松本市
里山辺公民館新築主体工事）

里山辺公民館の新築主体工事
　請負金額　　　2億 6,834 万 5,000 円
　請 負 人　　　ハシバテクノス㈱

工事請負契約の締結について（松本市
美術館大規模改修主体工事）

美術館の大規模改修主体工事
　請負金額　　　5億 7,200 万円
　請 負 人　　　㈱アスピア

工事請負契約の締結について（松本市
美術館大規模改修電気設備工事）

美術館の大規模改修電気設備工事
　請負金額　　　4億 8,400 万円
　請 負 人　　　西・須澤特定建設工事共同企業体

工事請負契約の締結について（松本市
美術館大規模改修機械設備工事）

美術館の大規模改修機械設備工事
　請負金額　　　7億 9,200 万円
　請 負 人　　　須賀・大和特定建設工事共同企業体

市有財産の譲渡について（安曇大野川
診療所等用地）

安曇大野川診療所等用地を無償譲渡
　譲渡面積　　　1,816.01㎡
　相 手 方　　　大野川区

市有財産の譲渡について（安曇鉱泉地） 安曇鉱泉地を無償譲渡
　譲渡面積　　　3.08㎡
　相 手 方　　　大野川区

市有財産の譲渡について（市有林） 市有林を無償譲渡
　譲渡面積　　　16,652.00㎡
　相 手 方　　　大野川区

市道の認定について 公共性及び利用度の高い生活道路等で、市道認定基準に当てはまる
2路線を市道認定
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件　　　　名 概　　　　　　　　　　要
訴えの提起について 市営住宅明渡請求等の訴えの提起をするもの

所有権移転登記手続請求事件に係る和
解について

所有権移転登記手続請求事件について、裁判上の和解をするもの

松塩地区広域施設組合規約の変更につ
いて

松本市の副市長が複数制となったことに伴う副管理者に係る規定の
整備

松本市・山形村・朝日村中学校組合規
約の変更について

松本市の副市長が複数制となったことに伴う副管理者に係る規定の
整備

教育長の任命について 教育長として、伊佐治裕子氏を任命することに同意

教育委員会委員の任命について 教育委員会委員として、小栁廣幸氏を任命することに同意
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　 監 査 委 員

住民監査請求
地方自治法第 242条第 1項の規定に基づく住民監査請求の処理状況は、次のとおりです。

項　　目 内　　　　　　　　　　　容

請 求 日
請求の概要
監査結果等

令和 2年 10 月 22 日
障害福祉に関する相談事業への不信に伴う当該事業委託契約の見直し等
却下（令和 2年 12 月 18 日）
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基 本 施 策 に 関 連 す る 施 策 ・ 事 業

１　「健康寿命延伸都市・松本」の創造� 政策部　総合戦略課
� （総合戦略局　総合戦略室）
⑴　目標
　第 10次基本計画の将来の都市像として「健康寿命延伸都市・松本」の創造を掲げ、健康を核として、経済、
産業、観光、教育、環境、都市基盤など様々な分野が連携し、「心と体」の健康づくりと「暮らし」の環境づ
くりを一体的に進めてきました。
　市民一人ひとりの「命」と「暮らし」を大切に考え、誰もがいきいきと暮らせるまちを築くため、市民と
協働して、施策の推進に取り組みます。

⑵　令和２年度の取組みと成果
　「健康寿命延伸都市・松本」の創造を目指し、市民と産学官が協働して進めるための協議の場として、
平成 21 年に設置した「健康寿命延伸都市・松本の創造協議会」を２回開催し、第 10 次基本計画の振り
返りと第 11 次基本計画の策定に向けた施策内容の協議を行いました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア�　松本市がいち早く掲げた「健康寿命」という言葉が市民に浸透し、健康を核とした取組みは、松本
市の普遍的な価値として認識されています。
イ�　健康寿命延伸の取組みで生まれた、市民の健康に対する意識や都市イメージを受け継ぎつつ、基本
構想 2030 に掲げる基本理念「三ガク都に象徴される松本らしさの『シンカ』」に向けて、市民と共に
取組みを進めます。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
　　平成 21年度� �　「健康寿命延伸都市・松本」の創造に向けて、ロゴマークの作成、市民フォーラムの開

催などにより周知を図るとともに、平成 21年 9月 24 日には「健康寿命延伸都市・松本
の創造協議会」を設置

　　　　 22年度�　��　リーフレット等を作成し理念の普及に努めるとともに、ロゴマークの使用を推進
　　　　　　　� 　「健康寿命延伸都市・松本」を将来の都市像とする基本構想 2020 を策定
　　　　 24年度�� �　厚生労働省　スマートライフプロジェクト「第 1回健康寿命をのばそう！アワード」

自治体部門厚生労働大臣優秀賞を受賞
　　　　　　　� 　健康寿命延伸都市宣言（平成 25年 3月 14日）
　　　　 25年度� 　「健康寿命延伸都市宣言」イベントを実施
　　　　 26年度�� �　「健康寿命延伸都市・松本」のロゴマークに新たに「美しく生きる。」のキャッチコピー

を追加
　　　　 27年度� 　「健康寿命延伸都市・松本」地方創生総合戦略を策定
　　　　 28年度� 　リーフレット「『健康寿命延伸都市・松本』を目指して」を改訂
　　　　 29年度� 　外国語版リーフレット作成（英語、中国語）
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基 本 施 策 に 関 連 す る 施 策 ・ 事 業

２　中核市移行事業� 政策部　中核市推進室
（総合戦略局　総合戦略室）

⑴　目標
　多様化する市民ニーズや地域の課題に的確に対応し、都市として高度な自主性と自立性を備え、持続可能
な行政運営を行うため、主体的なまちづくりの推進と市民サービスの更なる向上に向けて、中核市へ移行す
るものです。

⑵　令和２年度の取組みと成果
ア　10 月に松本市を中核市に指定する政令が公布され、中核市への移行が正式に決定しました。
イ�　中核市検討庁内委員会をはじめとする庁内会議及び県との連絡会議を開催し、中核市への円滑な移
行に向けて調整を行いました。
ウ�　条例 68 本の整備に当たり、市議会令和 2年 12 月及び令和 3年 2月定例会に議案を提出し、議決さ
れました。
エ�　中核市移行について、市民の理解を深めるため、各地区への出前講座を 9回実施するとともに、広
報まつもとや市ホームページ、ラジオなどの媒体を活用することに加え、各種イベントへの参加、懸
垂幕の掲出やバスエプロン広告などのPR活動により、周知を行いました。
オ�　保健所の設置に向けて、県松本合同庁舎の改修工事を完了し、1月から現地で準備を行いました。
カ�　食肉衛生検査所の施設及び備品等の無償譲渡を受けられるよう、県と調整を図りました。
キ�　県、長野市との連携協定に基づき、専門職を中心に、令和 3年度からの県職員の派遣を依頼しました。

⑶　現状の分析と今後の課題
ア　現状
　�　市保健所の運営に当たり、直面する新型コロナウイルスへの対応に特に注力し、松本保健福祉事務
所をはじめ、県や各医療機関と更なる連携体制の強化を図り、市民一人ひとりの命と健康を守る取組
みを進めます。
イ　課題
　�　中核市移行をきっかけに、名実ともに都市の格を上げるため、職員個々の資質、レベル、専門性を
より一層向上させる必要があります。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
　　平成 28年 10月� 　中核市移行の検討を開始
　　　　　　 11月　　松本市長が、県知事に対して中核市移行の協力を要請
　　　　 30年 9月　　中核市移行を目指す期日を令和 3年 4月 1日に決定
　　　　 31年 4月　　中核市推進室長として県から公衆衛生医師の派遣を開始
　　令和 2 年 3月　　市議会 2月定例会に中核市の指定申出に係る議案を提出し、議決
　　　　� � 　松本市長から長野県知事に、中核市の指定申出に係る同意申入れ
　　　　　　　 7月　　松本市長から総務大臣に、中核市指定の申出
　　　　　　 10月　　松本市を中核市に指定する政令が公布
　　　　 3 年 3月　　松本市長と県知事で事務引継式を実施
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基 本 施 策 に 関 連 す る 施 策 ・ 事 業

3　新庁舎建設事業� 政策部　総合戦略課
� （総合戦略局　総合戦略室）
⑴　目標
　老朽化が進み、狭隘化も著しい市役所庁舎について、来庁者や職員の安全安心を確保し、より利便性と満
足度の高い行政サービスを効率的に提供するため、新庁舎の建設計画を進めるものです。

⑵　令和２年度の取組みと成果
　市長公約に掲げる「本庁の機能と規模をスリム化した上での分散型の市役所」の実現に向けた検討を
行いました。
　≪経過≫
　ア　庁内検討委員会　　　　� 計３回
　イ　専門部会　　　　　　　� 計４回
　　�　「地域への分権」、「機能の分散化」、「庁舎の分散化」の３つの部会を新たに設置し、分散型市役
所の具体化に向けた分野ごとの庁内検討を開始

　ウ　議会
　　　新庁舎建設特別委員会　� 計３回

⑶　現状の分析と今後の課題
　広範にわたる市域や地域特性、デジタル化の更なる進展、リスク分散など、様々な視点を総合的に踏
まえた上で、検討を進めます。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
　　平成 27年度� 　新庁舎建設検討庁内委員会を設置し、庁舎建設の担当課・関係課による検討を開始
� 28 年度	 　総合計画（第 10次基本計画）に新庁舎建設を位置付け
� 29 年度	 　市議会の了承を得て、現在地を新庁舎の建設場所に選定
� 30 年度	 　新庁舎建設基本構想を策定
　　令和元年度	 　新庁舎建設基本計画を策定

イ　統計資料
建築年 経過年数 階数 延床面積 構造

本庁舎 Ｓ 34 61 年 地上 5階、地下 1階、塔屋 3階、付属建物 6,848.26㎡ RC

東庁舎 Ｓ 44 51 年 地上 4階、地下 1階、塔屋 1階 6,500.80㎡ RC

東庁舎別棟他 Ｈ 4 27 年 地上 2階、付属建物 674.34㎡ LSG

北別棟庁舎 Ｈ 29 3 年 地上 2階 496.86㎡ LSG

計 14,520.26㎡
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基 本 施 策 に 関 連 す る 施 策 ・ 事 業

４　ユニバーサルデザインの推進� 政策部　総合戦略課
� （総合戦略局　総合戦略室）
⑴　目標
　誰もが安全で、安心して暮らすことのできるユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりの推進
を目指します。

⑵　令和２年度の取組みと成果
ア　松本市ユニバーサル推進基本指針（H20 年度策定）に基づく主な取組事業
　ア　ひとづくり　「普及啓発」、「学校教育における体験学習や人権教育の推進」
　　・人権啓発と人権教育【人権・男女共生課】
　　・啓発パンフレットの作成・配布による啓発【総合戦略課】
　　・体験学習や人権学習【学校指導課】
　イ　まちづくり　「建物・施設」、「道路・交通」、「観光」
　　・公共施設のユニバーサルデザイン化【施設所管課】
　　・次世代交通政策の推進【公共交通・渋滞対策課】
　　・歩行者空間あんしん事業【交通安全課】
　　・市観光案内所、中心商店街へのWi-Fi 設置【観光温泉課】
　　・商店等のグレードアップ事業【商工課】
　ウ　ものづくり　「市民、行政、民間団体の連携によるユニバーサルデザイン製品の研究・開発」
　　・新製品開発補助等【商工課】
　エ　ソフトづくり　「情報」、「サービス」
　　・WEBアクセシビリティ（情報やサービスに対する利用のしやすさ）【広報課】
　　・目の不自由な方への対面朗読サービス【中央図書館】
イ　民間団体との連携
　（一社）まつもとユニバーサル研究会へのオブザーバー参加

⑶　現状の分析と今後の課題
ア�　ユニバーサルデザインによるまちづくりの実現に向け、松本市ユニバーサルデザイン推進基本指針
に基づき、推進していきます。また、推進基本指針の進捗状況について、評価検証を行っていきます。
イ�　さらに客観的な評価検証、市民意識の醸成を図るため、外部委員（松本ユニバーサルデザイン推進
会議）が検証し、更なる普及、意識啓発を図っていきます。

⑷　現在までの経過と統計資料
ア　経過
　　平成 20年 5月 26日　　松本市ユニバーサルデザイン推進基本指針を策定
　　　　 28年 6月 3日　　第１回松本市ユニバーサルデザイン推進会議を開催（以降、毎年開催）
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